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年
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第
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十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
に

異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令
和
四
年
十
月
三
日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

委
員
長 

服 

部 

圭 

助 

     
 



 

 

資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
体
の
届
出
を 

資
金
管
理
団
体
の 

 

異
動
事
項 

 
 
 
 

新 
 
 
 
 
 
 

旧 
 
 
 
 
 

異
動
年
月
日  

 
し
た
者
の
氏 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

 

井
土 

清
貴 
い
ど
清
貴
後
援
会 

政
治
団
体
の
名 

い
ど
清
貴
後
援
会 

い
ど
き
よ
た
か
後 

 

四
、 

七
、
二
九 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

援
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

戸
村 

裕
司 

と
む
ら
ゆ
う
じ
後 

公
職
の
種
類 

 

中
井
町
長 

 
 
 

中
井
町
議
会
議
員 

 

四
、 

七
、 

一 

 
 
 
 
 
 

援
会 

 
 
 
 
 

政
治
団
体
の
名 

と
む
ら
ゆ
う
じ
後 

一
万
人
家
族
の
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

称 
 
 
 
 
 

援
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


